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【別紙】                            

 

 

相馬港天然ガス発電所(仮称)設置計画環境影響評価準備書に対する環境影響 

評価法第２０条第１項の意見 

 

１ 総括的事項 

（１）本事業計画は、相馬港内において世界最新鋭の高出力かつ高効率な総出力１１９万ｋ

Ｗ級の天然ガスタービン-汽力複合式発電の実現を目指すものであるが、国際的に自然

環境や生活環境により配慮したエネルギー利用が要請されていることから、最新の環

境対策や施工方法等を積極的に採用する等、事業実施による環境への影響を最大限低

減すること。 

（２）本計画施設は、長期間にわたって使用されることが想定されていることから、供用中

は、適切な運転管理及び設備更新等を行うことにより、発電効率を維持し、経時劣化に

よる環境への影響の増加がないようにすること。 

（３）事業の実施に当たっては、事業の内容や想定される環境への影響等について、住民等

に丁寧に説明・周知して、十分な理解を得るとともに、環境影響評価準備書（以下「準

備書」という。）に記載している環境保全措置を確実に実施し、その結果等をホームペ

ージにおいて公表する等、積極的な情報公開に努めること。 

（４）新地町今泉地区の住宅地については、対象事業実施区域の北西側に接近していること

について、配慮すること。 

（５）今後、事業内容を変更する必要が生じ、当該変更により環境への負荷が増大するおそ

れがある場合には、事前に環境への影響を予測及び評価した上で、必要な環境保全措置

を講じること。 

また、工事中又は供用中に、現段階では予測し得ない環境への影響が生じた場合には、

必要な環境保全措置を追加すること。 

２ 大気質について 

 計画施設の建設工事に当たり、資材運搬車両等から発生する窒素酸化物、粉じん等につ

いては、周辺地域住民の生活に影響が及ばないよう、配慮すること。 

３ 騒音及び振動について 

 計画施設の建設工事に当たり、資材運搬車両等から発生する騒音及び振動については、

周辺地域住民の生活に影響が及ばないよう、配慮すること。 

４ 水環境について 

対象事業実施区域とその周辺の水底の底質調査結果（「相馬港港湾計画資料」、平成５年

８月及び平成６年２月）で、観測点３及び４において、シルト分及び銅や亜鉛の含有量が

非常に高いことが示されている（準備書７８頁～同７９頁、第 3.1-19 表）ほか、水温の



 

2 

 

水平分布について、相馬港北防波堤付近で常に高い数値を示す傾向が当該水域の現況を

特徴付ける事象であり、新設発電所の稼働に伴い発生する温排水の排出予定先の水域は、

既に周辺地域における人間活動の影響により、多くの環境への影響を累積していると考

えられることから、今後のわずかな変化が、稚魚の揺り籠等ともなっている同域の水生生

物相等に多大な影響を及ぼすことがないよう、配慮すること。 

５ 動植物・生態系について 

（１）対象事業実施区域及びその周辺は、松川浦県立自然公園という重要な生物群集の北側

に位置しており、漁業においては、平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所事

故の影響により操業を自粛していたが、再開に向けて試験操業を行っているところで

あり、貴重な自然や動植物が共存しているかけがいのない場所であることから、本事業

の実施に伴う動植物・生態系への影響を最大限回避すること。 

（２）地蔵川河口直先の「タカオレ」と呼ばれる藻場は、褐藻植物のアラメの自然分布を基

盤として、豊かな水生生物相が発達し、稚魚の揺り籠等として、周辺水域の自然生態系

及び漁業資源保護の観点から極めて重要である。そして、計画施設の稼働により相当量

の温排水を地蔵川河口先の海域に放流する計画としているが、わずかな水質の変化や

平均水温の上昇により、アラメの生育が壊滅的に阻害されることが懸念されることか

ら、海藻草類の生育に適する水深の範囲内での事後調査の実施について、検討すること。 

   なお、環境影響評価書の作成に当たっては、当該図書上で生育状況が看取出来るよう、

写真記録等を追加掲載した上で、海藻草類が良好に生育している様子等の説明を加え

る等、生育状況が明らかになるように配慮すること。 

（３）本事業の実施に当たり、自然環境に融和したものとなるよう、積極的な緑地の造成を

実施すること。 

なお、対象事業実施区域の近傍には、貴重な旧来の海岸植生が残存している場所があ

るため、新設発電設備の周囲に新たな緑化を実施するに当たり、予想される鳥類の種子

散布等によって、自然の攪乱が発生しないよう、植栽種の選定等において配慮すること。 

６ 廃棄物について 

海域工事に伴って発生する土砂については、適切に処理すること。 

なお、想定される発生土量、利用土量及び残土量の算定根拠を、環境影響評価書に具体

的に記載すること。 

７ 温室効果ガス排出について 

本事業計画は、平成２３年３月に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事

故に被災した福島の復興に資する事業として、従来にない世界最高技術水準の１,５０

０℃級５９万ｋＷ天然ガスタービン-汽力複合式発電機２基による発電所の実現を企図し

ているが、天然ガスはメタンを主成分とする化石燃料を原料としており、かつ、完成後長

期間運転が継続され、二酸化炭素ガスの排出が見込まれることから、排熱利用等、総合的

な温室効果ガスの排出削減に取り組むとともに、今後、二酸化炭素回収・貯留・利活用等、
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最新の温暖化対策が実用化された場合は、積極的に採用する等、その時々において、最善

の対策を講じるよう努めること。  

８ その他 

（１）本事業計画の実施に当たっては、資材等の運搬経路付近に住宅も存在していることか

ら、交通安全対策に十全を期すこと。 

（２）計画施設の稼働に当たっては、発電用燃料である天然ガスの原産地における環境保全

に配慮すること。 

 

                                      

 

 


